
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第５６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２９日（日） １０時４５分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市伊王島南西方沖 

 伊王島灯台から真方位２０３°２,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４１.８′ 東経１２９°４５.２′） 

事故等調査の経過  平成２６年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート 漁
りょう

盛
せい

丸、４.６８トン 

   ２９２－４７００８長崎、個人所有 

Ｂ モーターボート 玉穂
ぎょくほ

丸、５トン未満（長さ４.３２ｍ） 

   ２９２－８６９２長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾角部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａを乗せ、船長Ａが操舵

室で立って手動操舵を行い、伊王島南西方沖を約１０ノットの速力で

南進した。 

 船長Ａは、針路上に他船がいなかったので、前方だけを見ていたと

ころ、同乗者Ａから目的地はもっと右方ではないかと言われ、右舵を

取ったとき、前路にＢ船を認め、機関を中立とし、左舵一杯を取った

が、平成２６年６月２９日１０時４５分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船

の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、伊王島南西方

沖で船首を西方に向けて釣りをして錨泊中、船長Ｂが、右舷船尾方か

らＢ船に向けて接近するＡ船を視認し、いずれＡ船がＢ船を避航する

だろうと思っていたところ、Ａ船がＢ船に向かう態勢で接近したの

で、立ち上がって手や竿
さお

を振るなどしたが、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、自力で航行してそれぞれ帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １～２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、右方を確認せずに右舵を取った。 



 

 船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伊王島南西方沖を南進中、船長Ａが右方を確認せずに右舵

を取ったことから、Ｂ船に向首することとなり、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、伊王島南西方沖で釣りをして錨泊中、船長Ｂが、右舷方か

ら接近するＡ船を視認し、いずれＡ船がＢ船を避航するだろうと思っ

ていたところ、Ａ船がＢ船に向かう態勢で接近したので、立ち上がっ

て手や竿を振るなどしたが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、伊王島南西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が釣りを

して錨泊中、船長Ａが右方を確認せずに右舵を取ったため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・転舵する際は、航行方向を確認してから行うこと。 

 ・錨泊中、接近する他船を認めた場合、他船に避航する様子が見ら

れない状況においては、可能であれば、機関を使用して移動する

こと。 

 


